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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　台枠と、前記台枠に設けられたエネルギー吸収体と、を備え、
　前記台枠は、前記台枠の車両長手方向の端部にて車幅方向に延びる第１端梁と、前記第
１端梁よりも車両長手方向の内方にて車幅方向に延びる第２端梁と、前記第１端梁と前記
第２端梁とを接続するスライディング中梁と、台車が取り付けられる枕梁と、を有し、
　前記スライディング中梁は、前記第１端梁側に接続される第１梁部材と、前記第２端梁
側に接続される第２梁部材と、前記第１梁部材を前記第２梁部材に結合する結合部材と、
を有し、前記結合部材は、所定荷重を超える衝撃荷重が作用したときに破断して、前記第
１梁部材を前記第２梁部材に対してスライド可能にし、
　前記エネルギー吸収体は、前記第１端梁から第２端梁に伝達する衝撃荷重によるエネル
ギーを吸収するように前記台枠に設けられ、
　前記エネルギー吸収体は、前記第１端梁と前記第２端梁との間の領域に配置され、前記
第１梁部材と前記第２梁部材と前記結合部材との全体が、前記第１端梁と前記第２端梁と
の間の領域に配置されている、鉄道車両。
【請求項２】
　車体の車両長手方向の端部に設けられる妻構体を更に備え、
　前記台枠は、車幅方向両側にて車両長手方向に延びる一対の側梁を更に有し、
　前記第１端梁は、前記一対の側梁の長手方向の端部から車両長手方向の外方に離れて配
置され、かつ、前記妻構体の下端部が接続され、
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　前記第２端梁は、前記一対の側梁の長手方向の端部同士を車幅方向に連結している、請
求項１に記載の鉄道車両。
【請求項３】
　隣接する鉄道車両同士を連結するための連結器を更に備え、
　前記連結器は、前記第２端梁に取り付けられている、請求項２に記載の鉄道車両。
【請求項４】
　前記スライディング中梁の前記第１端梁側の端部における側壁の少なくとも一方の面は
、前記妻構体の妻柱の車両長手方向に延びる面と略同一平面上にある、請求項２又は３に
記載の鉄道車両。
【請求項５】
　前記台枠は、前記枕梁に対して前記第２端梁をスライド不能に接続する非スライディン
グ中梁を更に有し、
　前記スライディング中梁の前記第２端梁側の端部における側壁の少なくとも一方の面は
、前記非スライディング中梁の前記第２端梁側における側壁の面と略同一平面上にある、
請求項１乃至４のいずれかに記載の鉄道車両。
【請求項６】
　前記非スライディング中梁は、車幅方向において一対設けられており、
　前記一対の非スライディング中梁の車幅方向の間隔が前記第２端梁から前記枕梁に向け
て拡がるように、前記非スライディング中梁が平面視で車両長手方向に対して斜めに配置
されている、請求項５に記載の鉄道車両。
【請求項７】
　前記エネルギー吸収体は、前記第１端梁側に接続される第１パイプと、前記第２端梁側
に接続される第２パイプと、を有し、前記第１パイプ及び前記第２パイプのうち何れか一
方のパイプの拡径した端部に何れか他方のパイプの端部が嵌合しており、
　前記スライディング中梁は、車幅方向に一対設けられており、前記エネルギー吸収体は
、前記一対のスライディング中梁の間に配置されている、請求項１乃至６のいずれかに記
載の鉄道車両。
【請求項８】
　前記第１パイプ及び前記第２パイプのうち前記何れか一方のパイプは、本体部と段差部
とを有し、
　前記本体部は、前記段差部によって前記第１パイプ及び前記第２パイプのうち前記何れ
か一方のパイプの前記端部と接続されており、
　前記エネルギー吸収体は、前記段差部と、前記第１パイプ及び前記第２パイプのうち何
れか他方のパイプの端部との間に隙間を有する、請求項７に記載の鉄道車両。
【請求項９】
　台枠と、前記台枠に設けられたエネルギー吸収体と、車体の車両長手方向の端部に設け
られる妻構体と、を備え、
　前記台枠は、前記台枠の車両長手方向の端部にて車幅方向に延びる第１端梁と、前記第
１端梁よりも車両長手方向の内方にて車幅方向に延びる第２端梁と、前記第１端梁と前記
第２端梁とを接続するスライディング中梁と、台車が取り付けられる枕梁と、を有し、
　前記スライディング中梁は、前記第１端梁側に接続される第１梁部材と、前記第２端梁
側に接続される第２梁部材と、前記第１梁部材を前記第２梁部材に結合する結合部材と、
を有し、前記結合部材は、所定荷重を超える衝撃荷重が作用したときに破断して、前記第
１梁部材を前記第２梁部材に対してスライド可能にし、
　前記エネルギー吸収体は、前記第１端梁から第２端梁に伝達する衝撃荷重によるエネル
ギーを吸収するように前記台枠に設けられ、
　前記エネルギー吸収体は、前記第１端梁と前記第２端梁との間の領域に配置され、前記
第１梁部材と前記第２梁部材と前記結合部材との全体が、前記第１端梁と前記第２端梁と
の間の領域に配置されており、
　前記第１端梁は、前記妻構体の下端部が接続されている、鉄道車両。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、衝撃から客室を保護することができる車体を備えた鉄道車両に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１では、妻構体に大きな外力が加わったときに客室を保護することができる車
体構造を備えた鉄道車両が提案されている。その車体構造では、車体台枠の端部にクラッ
シャブルゾーンを介して端梁が設けられ、その端梁に妻構体が接合されている。クラッシ
ャブルゾーンには、端梁の中央部から台車が取り付けられる枕梁に向けて突出したスライ
ド中梁が設けられており、そのスライド中梁は、枕梁側に設けられたガイド中梁に案内さ
れた状態でヒューズ部材によりガイド中梁に接合されている。そして、枕梁（及びガイド
中梁）の端面には、衝撃吸収部材の一端部が取り付けられており、その衝撃吸収部材の他
端部がスライド中梁（及び端梁）に向けられている。このような車体構造によれば、妻構
体に所定荷重を超える荷重が作用したとき、ヒューズ部材が破断してスライド中梁がガイ
ド中梁に案内され、妻構体が車体後方に向けて移動するとともに、その荷重が衝撃吸収部
材により吸収される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２３５７３１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の車体構造では、台枠の側梁の先端部に接続された車幅方向
に延びる梁が車幅方向中央部で分断されており、スライド中梁がその分断部分を通って車
体長手方向内方の領域に大きく進入し、更に枕梁とスライド中梁との間には衝撃吸収部材
が配置されている。そうすると、衝撃吸収時において、スライド中梁が台枠の客室に対応
する領域で動作し、枕梁に設けた衝撃吸収部材が破壊されるため、変形が客室に及び易く
なる。
【０００５】
　そこで本発明は、車体の客室を保護する性能を向上させることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る鉄道車両の車体は、台枠と、前記台枠に設けられたエネルギー吸収体と、
を備え、前記台枠は、前記台枠の車体長手方向の端部にて車幅方向に延びる第１端梁と、
前記第１端梁よりも車体長手方向の内方にて車幅方向に延びる第２端梁と、前記第１端梁
と前記第２端梁とを接続するスライディング中梁と、を有し、前記スライディング中梁は
、前記第１端梁側に接続される第１梁部材と、前記第２端梁側に接続される第２梁部材と
、前記第１梁部材を前記第２梁部材に結合する結合部材と、を有し、前記結合部材は、所
定荷重を超える衝撃荷重が作用したときに破断して、前記第１梁部材を前記第２梁部材に
対してスライド可能にし、前記エネルギー吸収体は、前記第１端梁から第２端梁に伝達す
る衝撃荷重によるエネルギーを吸収するように前記台枠に設けられ、前記スライディング
中梁及び前記エネルギー吸収体は、前記第１端梁と前記第２端梁との間の領域に配置され
ている。
【０００７】
　前記構成によれば、第１端梁と第２端梁とを接続するスライディング中梁が、第１端梁
側に接続される第１梁部材と、第２端梁側に接続される第２梁部材とを有し、スライディ
ング中梁及びエネルギー吸収体は、第１端梁と第２端梁との間の領域に配置されている。
そうすると、衝撃吸収時には、第１梁部材が第２梁部材に対してスライドしてエネルギー
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吸収体が破壊されても、スライディング中梁及びエネルギー吸収体は、第１端梁と第２端
梁の領域に収まっているため、変形が客室に及びにくくなる。特に、第１端梁と第２端梁
間の領域には出入台やトイレ、各種機器が設置されるため、衝撃による客室への影響を少
なくすることができる。したがって、車体の客室を保護する性能を向上させることが可能
となる。
【発明の効果】
【０００８】
　以上の説明から明らかなように、本発明によれば、車体の客室を保護する性能を向上さ
せることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態に係る鉄道車両を示す側面図である。
【図２】図１の鉄道車両の車体を示す正面図である。
【図３】図１の鉄道車両の車体の台枠及びエネルギー吸収体を示す平面図である。
【図４】図３のIV－IV線断面図である。
【図５】図３のV－V線断面図である。
【図６】図４のVI－VI線断面図である。
【図７】図３に示すエネルギー吸収体の断面図である。
【図８】第２実施形態に係る鉄道車両の図３相当の図面である。
【図９】図８のIX-IX線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施形態を図面を参照して説明する。
【００１１】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態に係る鉄道車両１を示す側面図である。図２は、図１の鉄道車両
１の車体２を示す正面図である。図１に示すように、第１実施形態の鉄道車両１は、乗客
が搭乗する客室を有する車体２と、車輪３ａが設けられて枕バネ４を介して車体２を支持
する台車３と、を備えている。車体２は、車体底部となる台枠６と、窓開口部７ａ及びド
ア開口部７ｂを有して台枠６の車幅方向の側部に下端部が接続された側構体７と、台枠６
の車両長手方向の端部に下端部が接続された妻構体８と、側構体７及び妻構体８の上端部
に接続された屋根構体９と、を備えている。ドア開口部７ｂは、側構体７において台車３
よりも車両長手方向外方に位置している。車体１０の内部空間には、ドア開口部７ｂより
も車両長手方向内方において乗客用の座席１０が配置されている。また、台枠６の車両長
手方向の端部には、隣接する車両同士を連結するための連結器５が設けられており、連結
器５は、妻構体８よりも車両長手方向外方に向けて突出している。図２に示すように、妻
構体８は、車幅方向両端部において鉛直方向に延びる一対の隅柱１１と、隅柱１１よりも
車幅方向内方において第１端梁２２から屋根構体９に向けて延びる一対の妻柱１２と、隅
柱１１と妻柱１２とを車幅方向に接続する補強梁１３と、を備えている。
【００１２】
　図３は、図１の鉄道車両１の車体２の台枠６及びエネルギー吸収体３１を示す平面図で
ある。図４は、図３のIV－IV線断面図である。図５は、図３のV－V線断面図である。図６
は、図４のVI－VI線断面図である。図７は、図３に示すエネルギー吸収体３１の断面図で
ある。以下では、図３を主に参照しながら適宜図４～７を参照して説明する。図３に示す
ように、台枠６は、車幅方向に対称に形成されている。台枠６は、その車幅方向両側にて
車両長手方向に延びる一対の側梁２１と、台枠６の車両長手方向の端部にて車幅方向に延
びる第１端梁２２と、第１端梁２２よりも車両長手方向の内方にて車幅方向に延びる第２
端梁２３と、第１端梁２２と第２端梁２３とを接続する左右一対のスライディング中梁２
４と、を有している。
【００１３】
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　第１端梁２２は、一対の側梁２１の長手方向の端部から車両長手方向の外方に離れて配
置されている。第１端梁２２は、隅柱１１を固定するための一対の第１切欠部２２ａと、
妻柱１２を固定するための一対の第２切欠部２２ｂとを有している。第１切欠部２２ａは
、第１端梁２２の車幅方向両端部に形成され、車両長手方向の外方及び車幅方向の外方に
向けて開口している。第２切欠部２２ｂは、第１切欠部２２ａよりも車幅方向内方に形成
され、車両長手方向の外方に向けて開口している。そして、第１切欠部２２ａ及び第２切
欠部２２ｂに、隅柱１１及び妻柱１２の下端部がそれぞれ嵌合されて溶接等により接続さ
れている。
【００１４】
　第２端梁２３は、一対の側梁２１の長手方向の端部同士を車幅方向に連結しており、片
側の側梁２１から他側の側梁２１まで連続して直線状に延びている。第２端梁２３は、台
車（図１参照）の車両長手方向外側の車輪３ａよりも車両長手方向の外方に配置されてい
る。第１端梁２２の車両長手方向外方の端面から第２端梁２３の車両長手方向外方の端面
までの距離Ｌ１は、第２端梁２３の車両長手方向外方の端面から枕梁２５の車両長手方向
外方の端面までの距離Ｌ２よりも短い。そして、車体２（図１参照）の内部空間のうち第
１端梁２２と第２端梁２３との間の領域の直上の空間には、乗客用の座席が配置されてお
らず、座席１０（図１参照）は第２端梁２３よりも車両長手方向内方の空間にのみ配置さ
れている。
【００１５】
　スライディング中梁２４は、第１端梁２２に溶接等で固定され、車両長手方向の長さが
Ｌａである第１梁部材２７と、第２端梁２３に溶接等で固定され、車両長手方向の長さが
Ｌｂである第２梁部材２８と、第１梁部材２７を第２梁部材２８に結合する結合部材２９
と、を有している。第１梁部材２７及び第２梁部材２８は、四角筒形状である（図６参照
）。第１梁部材２７及び第２梁部材２８の互いに対向する端部２７ａ，２８ａは、互いに
嵌合されている。その嵌合部分において、第１梁部材２７及び第２梁部材２８に複数の孔
２７ｃ，２８ｃ（図６参照）が形成されており、それらの互いに連通する孔２７ｃ，２８
ｃに結合部材２９（例えば、リベット、ボルト、ネジ等）が挿通され、第１梁部材２７が
第２梁部材２８に締結されている。結合部材２９は、第１端梁２２に車両長手方向に内方
に向けて所定荷重を超える衝撃荷重が作用したときに、その衝撃荷重により破断する強度
に設定されている。
【００１６】
　第１梁部材２７の車両長手方向外方の端部２７ｂは、第１端梁２２に溶接等で固定され
ている。第１梁部材２７の第１端梁２２に固定された端部２７ｂにおける側壁の少なくと
も一方の面は、妻柱１２の車両長手方向に延びる面と略同一平面上にある。即ち、スライ
ディング中梁２４は、妻柱１２に作用する前方（図３の右方）からの衝撃荷重を直接的に
受けるようになっている。第２梁部材２８の車両長手方向内方の端部２８ｂは、第２端梁
２３に溶接等で固定されている。第２梁部材２８の端部２８ｂの車幅方向内側の側壁２８
ｄは、第２端梁２３に向かうにつれて第２梁部材２８の幅が拡がるように車幅方向内側に
向けて斜めに傾斜している。第２梁部材２８の端部２８ｂの車幅方向外側の側壁２８ｅは
、車両長手方向に沿って直線状に形成されている。
【００１７】
　一対のスライディング中梁２４の間で且つ第１端梁２２と第２端梁２３との間には、第
１端梁２２から第２端梁２３に伝達する衝撃荷重によるエネルギーを吸収するための複数
のエネルギー吸収体３１が平行に配置されている。エネルギー吸収体３１は、本例では３
つ設けられており、それらの間には所定の隙間が形成されている。エネルギー吸収体３１
は、その車両長手方向外方の端部３２ａが第１端梁２２に溶接等で固定された第１パイプ
３２と、その車両長手方向内方の端部３３ａが第２端梁２３に溶接等で固定された第２パ
イプ３３と、を備えている。第１パイプ３２及び第２パイプ３３は、その軸線方向が車両
長手方向に一致した円筒管であり、その長手方向の長さはそれぞれＬｃである。
【００１８】



(6) JP 6243596 B2 2017.12.6

10

20

30

40

50

　第１パイプ３２は、一定の径を有する本体部３２ｄと、第２パイプ３３に対向する端部
であって本体部３２ｄよりも径が大きく一定の径を有する大径部３２ｂと、本体部３２ｄ
を大径部３２ｂに連続させる段差部３２ｃと、を有している。即ち、大径部３２ｂが第１
パイプ３２の拡径した端部である。第２パイプ３３は、第１パイプ３２の本体部３２ｄと
同じ径を有しており、第２パイプ３３の第１パイプ３２と対向する端部３３ｂが第１パイ
プ３２の大径部３２ｂに嵌合されている（図７参照）。第２パイプ３３の端部３３ｂと第
１パイプ３２の段差部３２ｃとの間には隙間Ｇ１が形成されている。この隙間Ｇ１の車両
長手方向の距離Ｌ３は、結合部材２９のうち第１梁部材２７及び第２梁部材２８の孔２７
ｃ，２８ｃに挿入された部分の外径（車両長手方向の大きさ）よりも大きく設定されてい
る。
【００１９】
　台枠６は、枕バネ４を介して台車３が取り付けられる枕梁２５と、枕梁２５に対して第
２端梁２３をスライド不能に接続する左右一対の非スライディング中梁２６と、を有して
いる。一対の非スライディング中梁２６は、平面視で車両長手方向に対して斜めに配置さ
れ、その車幅方向の間隔が第２端梁２３から枕梁２５に向けて拡がるようになっている。
枕梁２５は、その車幅方向両端部に設けられて枕バネ４の上に取り付けられる取付部２５
ａと、それら取付部２５ａを繋ぐように車幅方向に延びる連結部２５ｂとを有している。
取付部２５ａは、連結部２５ｂよりも車幅方向の幅が大きく形成されている。取付部２５
ａのうち非スライディング中梁２６の端部２６ａが固定される側面２５ｃは、車幅方向に
対して傾斜しており、その側面２５ｃの法線方向が非スライディング中梁２６の延在方向
に一致している。
【００２０】
　スライディング中梁２４の第２端梁２３側の端部２４ｂにおける側壁の少なくとも一方
の面は、非スライディング中梁２６の第２端梁２３側における側壁の面と略同一平面上に
ある。本例では、スライディング中梁２４の端部２８ｂの両側壁は、車幅方向位置におい
て、非スライディング中梁２６の端部２６ｂの両側壁と一致している。非スライディング
中梁２６の端部２６ｂの車幅方向外側の側壁２６ｃは、第２端梁２３に向かうにつれて非
スライディング中梁２６の幅が拡がるように非スライディング中梁２６の延在方向に対し
て斜めに傾斜している。本例では、非スライディング中梁２６の端部２６ｂの車幅方向外
側の側壁２６ｃは、車両長手方向に沿う方向に延びている。非スライディング中梁２６の
端部２６ｂの車幅方向内側の側壁２６ｄは、非スライディング中梁２６の延在方向に沿っ
て直線状に形成されている。
【００２１】
　図４及び５に示すように、非スライディング中梁２６の車両長手方向外方の端部２６ｂ
は、その下壁部２６ｅが非スライディング中梁２６の上下寸法を拡大するように下方に湾
曲している。そして、非スライディング中梁２６の端部２６ｂには、第２端梁２３の下側
において、連結器５を取り付けるための取付部３５ａが形成された取付板３５が固定され
ている。即ち、連結器５は、第１端梁２２ではなく第２端梁２３に接続されている。取付
板３５は、正面視においてスライディング中梁２４の下方位置まで達するように横長とな
っている。取付板３５の前面及びスライディング中梁２４の下面には、三角形状のガセッ
ト板３６が溶接等で固定されている。
【００２２】
　図３に示すように、台枠６には、配線及び配管の少なくとも一方である線状体４０が車
幅方向中央位置において車両長手方向に沿って設けられている。線状体４０は、枕梁２５
に設けられたガイド通路２５ｅを通っている。そして、線状体４０は、平面視において台
車３（図１参照）の車両長手方向外方の車輪３ａを越えて第２端梁２３の近傍まで台枠６
に沿って車両長手方向に向けて設けられ、さらに、その車両長手方向外方では、適宜下方
や側方に方向を変えながら車端部に配置されたターミナルボックス等に向けて配設される
。
【００２３】
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　次に、本実施形態の鉄道車両１における衝撃吸収動作について説明する。鉄道車両１に
前方（図３の右方）から他の鉄道車両（以下、単に「相手方車両」という）が衝突する場
合、先ず、連結器５（図１参照）に相手方車両が衝突する。そのとき、連結器５は、第２
端梁２３に取り付けられているため、第１端梁２２、スライディング中梁２４及びエネル
ギー吸収体３１に直接的に衝撃を伝達することなく、連結器５が破壊されることとなる。
次いで、その相手方車両は、妻柱１２や第１端梁２２に衝突して、その衝撃が結合部材２
９に伝達され、所定以上の衝撃荷重により結合部材２９が破断する。ここで、結合部材２
９は、自身が破断する際、加わった衝撃荷重を僅かながら吸収する。
【００２４】
　第２パイプ３３の端部３３ｂと第１パイプ３２の段差部３２ｃとの間には、所定の隙間
Ｇ１が形成されているので、エネルギー吸収体３１が結合部材２９の破断に対する抵抗に
なることが防がれる。即ち、エネルギー吸収体３１は、結合部材２９が破断するまで第１
端梁２２を第２端梁２３に向かって移動させるための不感帯（遊び）を有している。そし
て、結合部材２９が破断することで、第１梁部材２７が第２梁部材２８に対してスライド
可能となる。これにより、スライディング中梁２４が車両長手方向に収縮し、第１端梁２
２が姿勢を保ったまま第２端梁２３に近づくように移動する。
【００２５】
　このとき、エネルギー吸収体３１は、第１端梁２２と第２端梁２３との間で押し潰され
るように変形し、衝撃荷重によるエネルギーが吸収されることとなる。具体的には、第１
パイプ３２及び第２パイプ３３が軸線方向に潰れるだけでなく、第２パイプ３３の端部３
３ｂ（図７参照）が第１パイプ３２の本体部３２ｄを径方向に押し拡げるようにも作用す
ることで、エネルギーが効果的に吸収されることになる。そして、スライディング中梁２
４がスライド収縮してエネルギー吸収体３１が押し潰された後でも、スライディング中梁
２４及びエネルギー吸収体３１は、第１端梁２２と第２端梁２３との間の領域に配置され
たままとなる。
【００２６】
　以上に説明した構成によれば、スライディング中梁２４及びエネルギー吸収体３１が、
第１端梁２２と第２端梁２３との間の領域に配置されており、衝撃吸収時において、第１
梁部材２７が第２梁部材２８に対してスライドしてエネルギー吸収体３１が破壊されても
、スライディング中梁２４及びエネルギー吸収体３１は、台枠６の第２端梁２３よりも車
両長手方向内方の領域にないため、変形が客室に及びにくくなる。ゆえに、車体２の客室
を保護する性能を向上させることが可能となる。さらに、スライディング中梁２４及びエ
ネルギー吸収体３１が台枠６の第２端梁２３よりも車両長手方向内方の領域を占有せずに
済むので、台枠６における配線等（線状体４０）の設置作業性が良好になるとともに、客
室空間が損なわれることもない。したがって、車体２における配線等の作業性及びスペー
ス効率を改善しつつ、車体２の客室を保護する性能を向上させることが可能となる。
【００２７】
　また、連結器５が第２端梁２３に取り付けられているため、連結器５に伝わる衝撃荷重
がスライディング中梁２４及びエネルギー吸収体３１に直接的に伝達されることが防止さ
れる。よって、前方からの衝撃荷重は連結器５で受けた後に第１端梁２２で受けることに
なり、多段階に衝撃吸収を行うことができる。また、連結器５を他の車両の連結器に正常
に連結させるときの荷重も第１端梁２２に直接的に伝達されることがないため、結合部材
２９に繰り返し応力が作用して疲労することも防止することができる。
【００２８】
　また、スライディング中梁２４は、車幅方向位置において妻柱１２と重なっているため
、妻柱１２が前方から受けた衝撃を円滑にスライディング中梁２４に伝えることができる
。さらに、非スライディング中梁２６の第２端梁２３側の端部２６ｂは、車幅方向位置に
おいてスライディング中梁２４の第２端梁２３側の端部２８ｂと重なっているため、スラ
イディング中梁２４が受けた衝撃を円滑に非スライディング中梁２６に伝えることができ
る。
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【００２９】
　また、非スライディング中梁２６は、平面視で車両長手方向に対して斜めに配置されて
おり、非スライディング中梁２６の車両長手方向内方の端部２６ａは、枕梁２５のうち側
梁２１に接続された幅広の取付部２５ａに固定されているため、非スライディング中梁２
６に伝達された衝撃を枕梁２５等で安定して受け止めることができる。
【００３０】
　また、図３に示すように、本実施の形態では、第１梁部材２７の長さＬａと、第２梁部
材２８の長さＬｂと、エネルギー吸収体３１の長さＬｃとは、いずれも等しい長さとして
いる。これにより、衝撃吸収要素として必要なストロークを確保しつつ、第１端梁２２と
第２端梁２３との間の限られたスペースを最大限に活用することができる。
【００３１】
　（第２実施形態）
　図８は、第２実施形態に係る鉄道車両の図３相当の図面である。図９は、図８のIX-IX
線断面図である。なお、第１実施形態と共通する構成については同一符号を付して説明を
省略する。図８及び９に示すように、第２実施形態の鉄道車両では、平面視で台形状のエ
ネルギー吸収体１３１が用いられている。エネルギー吸収体１３１は、一対のスライディ
ング中梁２４の間で且つ第１端梁２２と第２端梁２３との間に配置され、第１端梁２２か
ら第２端梁２３に伝達する衝撃荷重によるエネルギーを吸収する。エネルギー吸収体１３
１は、四角筒状であり、平面視で台形形状を呈し、車両長手方向内方に向かって徐々に幅
が狭まっている。第２梁部材２８の端部２８ｂの車幅方向内側の側壁は、第２端梁２３に
向かうにつれて第２梁部材２８の幅が拡がるように車幅方向内側に向けて斜めに傾斜して
いるので、平面視台形状のエネルギー吸収体１３１の幅広の一端部１３１ａを第１端梁２
２側に配置することで、スペース効率良くエネルギー吸収体１３１をレイアウトすること
ができる。
【００３２】
　エネルギー吸収体１３１の車両長手方向外方の幅広の一端部１３１ａは、第１端梁２２
に溶接等で固定されている。エネルギー吸収体１３１の車両長手方向内方の幅狭の他端部
１３１ｂは、第２端梁２３から車両長手方向外方に突出した上下一対の案内板１２３の間
に摺動自在に挟まれている。そして、エネルギー吸収体１３１の他端部１３１ｂは、第２
端梁２３との間に所定の隙間Ｇ２をあけている。この隙間Ｇ２の車両長手方向の距離Ｌ４
は、結合部材２９のうち第１梁部材２７及び第２梁部材２８の孔２７ｃ，２８ｃに挿入さ
れた部分の外径（車両長手方向の大きさ）よりも大きく設定されている。この隙間Ｇ２の
存在により、エネルギー吸収体１３１が結合部材２９の破断に対する抵抗になることが防
がれる。即ち、エネルギー吸収体１３１は、結合部材２９が破断するまで第１端梁２２を
第２端梁２３に向かって移動させるための不感帯（遊び）を有している。
【００３３】
　そして、結合部材２９が破断して第１梁部材２７が第２梁部材２８に対してスライドす
ることで、エネルギー吸収体１３１の他端部１３１ｂが第２端梁２３に突き当たり、第１
端梁２２と第２端梁２３との間でエネルギー吸収体１３１が挟まれて潰れることでエネル
ギーが吸収される。この際、上下一対の案内板１２３が設けているので、エネルギー吸収
体１３１の他端部１３１ｂが第２端梁２３から上下にずれてしまうことが防止され、安定
してエネルギー吸収動作が行われることになる。なお、エネルギー吸収体１３１を構成す
る板には、反力特性等を考慮し、必要に応じて穴をあけてもよく、また、四角筒内に仕切
壁を設けてもよい。
【００３４】
　なお、本発明は前述した各実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱し
ない範囲でその構成を変更、追加、又は削除することができる。例えば、スライディング
中梁２４の結合部材２９は、リベット等の締結部材の代わりに溶接材を用いてもよい。即
ち、第１梁部材２７と第２梁部材２８とを局所的に溶接して、所定荷重を超える衝撃荷重
が作用したときに溶接個所が破断するようにしてもよい。また、スライディング中梁２４
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るが、その間に別部材を介在させてもよい。また、エネルギー吸収体３１と同様にエネル
ギー吸収要素として作用する部材を第２梁部材２８に内蔵させてもよい。
【００３５】
　さらに、上記の実施形態において、鉄道車両１は列車編成において中間車両に適用した
場合について説明したが、先頭車両に適用してもよい。また、非スライディング中梁２６
は、平面視で車両長手方向に対して斜めに配置したが、第２端梁２３及び枕梁２５と直交
する方向に配置してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　以上のように、本発明に係る鉄道車両は、好適に衝撃から客室を保護することができる
優れた効果を有し、この効果の意義を発揮できる鉄道車両に広く適用すると有益である。
【符号の説明】
【００３７】
１　　鉄道車両
２　　車体
３　　台車
５　　連結器
６　　台枠
８　　妻構体
１２　妻柱
２１　側梁
２２　第１端梁
２３　第２端梁
２４　スライディング中梁
２５　枕梁
２６　非スライディング中梁
２７　第１梁部材
２８　第２梁部材
２９　結合部材
３１　エネルギー吸収体
３２　第１パイプ
３３　第２パイプ
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【図７】

【図８】 【図９】
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